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企業主導型保育事業ご担当者 様  

公益財団法人児童育成協会 

 

令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）における 

事業計画申請について 

 

時下、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

令和３年１２月１日付「企業主導型保育事業における調査への御協力のお願い及び各種申請手

続きについて」にて事前の御案内をしておりました「次年度計画申請(仮称)」（※）について、

下記のとおりお知らせいたします。 

内容をご確認いただき、円滑な事務手続きの為、ご協力をお願いいたします。 

 

 (※)先般、御案内した「次年度計画申請(仮称)」は、正式名称を「事業計画申請」とし、 

   本申請により、次年度の事業継続及び事業内容の変更を含む助成決定を行います。従前の 

   「継続申請」及び「事業変更申請」は、令和４年度から原則として廃止となります。 

 

記 

  

１．対象事業者    

  令和３年度運営費等助成決定を受け令和４年度も継続して運営する事業者 

 

２．申請期間 

 令和４年１月１７日～１月２８日 

  ※ただし、令和３年度の「事業変更申請」「定員・賃借料加算変更申請」「運営費等助成 

   申込」を現在申請中の事業者については、上記期間に関わらず該当する申請の承認日から 

   ２週間以内に本申請を行ってください（別紙１「申請対象事業者等判定フロー」を参照の 

   こと） 

 

３．申請方法 

  別紙２「申請方法」参照 

  ※令和４年度の計画に基づき申請してください 

 

４．助成決定通知 

  令和４年４月を予定 

 

５．留意事項 

（１）本申請による助成決定がなされない場合、令和４年度の運営費等に係る助成金交付を受け 

   ることはできません。申請にあたっては必要事項を記入した「事業計画申請計画書」を添 

   付の上、必ず申請期間中に手続きを行ってください。 

 

（２）令和２年度及び令和３年度企業主導型保育事業新規募集において、優先的に考慮する項目 

  （早朝開所、夜間開所、週７日間開所）を実施するものとして内示を受けた事業者は、当該 

   項目に係る変更を行うことができません。        

２ ２ ０ １ － ０ ２ １ 

令 和 ４ 年 １ 月 １ ４ 日 



2 

 

（３）平成３０年度における企業主導型保育事業新規募集において、優先的に考慮する項目（早朝 

   開所、夜間開所、週７日間開所）を実施するものとして内示を受けた事業者のうち当該項目 

   の変更を希望する事業者は、当該項目に係る実施状況、応募当時の計画と開所後の預かり実 

   績等との相違点について記入した書面を提出の上、申請をしてください。 

 

（４）整備費の助成を受けて工事を行った部屋（病児保育室、一時預かり室等）について、用途変 

   更を行う場合、本申請により事前の承認を受ける必要があります。なお、当該室を本事業以 

   外の用途で使う場合、財産処分の手続きが必要です。 

 

（５）病児保育事業及び一時預かり事業については「企業主導型保育事業における病児保育事業及 

   び一時預かり事業に関する確認事項」「助成申請、運営にあたっての留意事項」及びその他 

   の関係法令等で定める各種基準を遵守する必要があります。当該加算事業を追加で申請する 

   場合は、各種基準に定める要件を満たすように御留意ください。 

 

（６）既に協会の承認を受けている図面の変更を行う場合、関係法令等で定める各種基準等が遵守 

   されているか、建築審査が必要となります。この場合、図面作成や有効面積の算定等を建築 

   士に委託する他、申請事業者が直接対応することも可能です（別紙３「建築関係資料作成時 

   の留意点」を参照のこと）。なお、提出書類に不備・不足等がある場合、審査に時間を要す 

   る場合や事業の変更が認められない場合があります。 

 

（７）予算執行の観点から本申請における助成決定額の算出方法は「積算額（基本分及び加算分） 

   の５割」となります。令和４年度運営途中で本申請に対する助成決定額を超える場合は、別 

   途助成決定額変更申請の手続きが必要となります。詳細については令和４年度の夏頃を目途 

   に通知いたします。 

 

（８）新たな加算事業の創設などにより、変更の手続きが必要となる場合もあります。その際は別 

   途ご案内いたしますので、ご留意ください。  

以上 

 

 

【お問い合わせ】 

企業主導型保育事業本部 審査部 

電話   ０５７０－５５０－８１９ 

       （年末年始を除く平日の９：１５～１７：１５） 

 お問い合わせフォーム https://www.kigyounaihoiku.jp/contact 
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※令和３年度に運営費助成決定を受け、令和４年度運営を継続しない場合、財産処分の手続きが 

 必要となります。 

 財産処分に係る詳細についてはポータルサイトをご確認ください。 

 （企業主導型保育事業ポータル＞既に施設運営中の法人様＞通知等＞５．財務経理＞財産処分） 

 令和３年度運営費助成決定を受けているか 

令和４年度も継続して 

企業主導型として運営するか 

令和３年度運営費等助成申込を申請中、 

または令和３年度内に申請予定か 

①②のいずれかまたは両方を申請しているか 

①事業変更申請 

②定員・賃借料加算変更申請 

申請対象外※ 承認された日から２週間以内に

申請してください 

①②は承認済みか 1/17～1/28に申請してください 

承認された日から２週間以内に

申請してください 

1/17～1/28に申請してください 

はい いいえ 

はい いいえ はい いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

（別紙１）申請対象事業者等判定フロー 
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（別紙２）申請方法 

申請方法    下記申請画面イメージに沿ってご入力をお願いいたします。なお、セキュリティ保護の 

        ため、１５分単位で自動的にログアウトする仕様となっています。続けて使用するとき 

        には、１５分以内に画面への入力、またはボタン操作・一時保存を行うようにしてくだ 

        さい。 

        「申請を行う」などのボタンクリック後、申請完了画面が表示される前や画面内容の計 

        算、ボタン送信中にブラウザを閉じたりシャットダウンしたりすると、正しく申請がで 

        きません。十分にご注意ください。 

「年度選択」にて「２０２２年度（令和４年）」を選択後、「助成申込（運営費）をクリック」 

「保育施設名」を選択し、「事業計画申請作成」をクリックし、申請手続画面に進みます。 

一時保存等により画面作成を再開する場合は「申込書」欄の「作成再開」をクリックしてください。 

「２０２２年度（令和４年）」

になっていることを確認 

「助 成 申 込（運 営 費）」を ク

リック 

申請画面作成のため、初回は施

設名を選択し「事業計画申請作

成」をクリックします 

2回目以降は対象施設の「作成再

開」をクリックします 
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「法人」「担当者」欄の変

更が必要な場合は電子申請

メニューの「企業情報変更

申請」から修正する必要が

あります。（入力画面への

反映には時間がかかりま

す。企業情報の入力・登録

の際はご注意ください） 

設置届と同じ名称を入力 

公表時に公開可能な連絡

先を入力 
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設置企業の日本標準産業分類

による「小区分番号」を入力 

 https://www.soumu.go.jp/

toukei_toukatsu/index/seido/

sangyo/02toukatsu01_03000023.h

tml  

①～④の項目の入力によって、事

業者が中小企業であるか否かが判

定される 

2箇月を越えて使用される従業員

など労働基準法第20条の規定に基

づく「予め解雇の予告を必要とす

る者」の人数を記入してください

（保育施設の従業員含む） 

設置企業の最長就業時間を記入

（24時間制の場合は「0：00～24：

00」となります） 

法人の「貸借対照表」「損益計算書

等」の値と一致させてください。

（新設法人で実績のない期間につ

いては「0」としてください） 

各施設に割り振られた「直近の助

成決定番号」を入力（運営費・整備

費を問いません） 

各施設に割り振られた「直近の助

成決定番号」を入力（運営費・整備

費を問いません） 

受託の場合は受託年月日 
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「共同利用」は、連携企業を募

り、共同で保育施設を利用する

ことを指す（共同利用企業は、

共同利用契約を締結（仮契約・

覚書含む）した分のみご記載く

ださい 

「自主運営」または「業務委託」

どちらか一方を選択 

定員の年齢別内訳を変更する

場合、「状況調査3.保育施設⑦定

員数」に入力の上、必要面積が

確保されていることが確認で

きる平面図の添付をお願いし

ます 

※定員数合計の変更は一切で

きません 

運営形態が一般事業主の場合、

定員の1割以上の自社枠を確保

基本開所時間が8：00～19：00

で、前後1時間の延長保育を

行っている場合は「7：00～

20：00」と入力 

設置届（変更届）の開所時間内

で11時間、または13時間開所に

なるように入力。11時間未満開

所の場合は実際の開所時間を

入力 

設置届（変更届）と一致させる

（週7日開所の場合は年中無休

の運営となり、年末年始を含む

祝日も開所する必要がありま

す。企業や地域のニーズをとら

え、実質運営可能な曜日を設定

してください） 

令和4年4月1日時点の満年数を

記入してください 
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「2歳児以上の児童を保育する

部屋」という意（2歳児以上を

預かる際の床面積の計算に該当

する部分です） 

【定員20名以上の場合】 

・ほふくをする0,1歳児が1人も

いない場合 

・0,1歳児全員がほふくに移行し

た場合 

2つの受け入れ上限を確認する 

【定員19名以下の場合】 

2歳児未満の受け入れ上限につ

いて確認する 

児童の静養または隔離の機能を

持つ観察室または安静室を指す 

「各保育室とは別に設置する部

屋」を指し、床面積は定員数の

上限に反映されない 

複合施設などの廊下など、共有

部分を按分した場合の床面積を

記入（按分根拠となる計算式も

併せて添付してください） 

保育施設の専有となる部分を指

す 

満2歳以下の児童の食事の外部

搬入は、①及び②を満たすこと

が必要 

①搬入事業者：設置事業者、ま

たは関連事業者（資本関係があ

る等） 

②調理場所：企業主導型保育施

設、小規模保育事業を実施する

施設、事業所内保育事業を実施

する施設、社会福祉施設または

医療期間等。それが難しい場合

には学校給食法第3条第2項に規

定する義務教育諸学校又は同法

第6条に規定する共同調理場 
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様式第1-1号の支出欄合計が自

動入力されます 

様式第1-2号の情報を基に自動

計算されます 

様式第1-2号入力後、支出項目

入力を行った後に収支の合計を

一致させてください（一致しな

い場合は「収入欄」の「収入超

過調整」「企業自己負担相当

分」にて調整してください） 

【「0歳児数/3人（小数点2桁以

下切り捨て、以下同じ）」+

「1・2歳 児 数/6人」+「3歳 児

数/20人」+「4歳児以上児数/30

人」+1人】（小数点1桁四捨五

入）で計算してください 

※毎月の月次方向等では自動計

算されます 

※基本分の保育従事者のみで計

算してください 

一般事業主型の場合：自社枠と

連携企業枠の合計を入力してく

ださい 

※定員数の50％以上とする必要

があります 

企業主導型保育事業助成要領第

1の2（2）②のアイウの合計人

数（3月までの見込みの人数）

を入力してください 
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具体的な計画に基づき、加

算申請を行ってください

（年度途中の加算事業の追

加はできません） 

令和４年度より新たに開始

する場合のみ資格証を添付

してください（事業開始が

申請時より先の場合、実施

月の月次報告までには各資

格証の添付をお願いしま

す） 

週40時間以上になるように

設定してください 

過去の実績等を基に適正な

見込みを入力してください 

過去の実績等を基に適正な

見込みを入力してください 

週40時間以上になるように

設定してください 

週40時間以上になるように

設定してください 

令和４年度より新たに開始

する場合のみ資格証を添付

してください（事業開始が

申請時より先の場合、実施

月の月次報告までには各資

格証の添付をお願いしま

す） 

令和４年度より新たに開始

する場合のみ資格証を添付

してください（事業開始が

申請時より先の場合、実施

月の月次報告までには各資

格証の添付をお願いしま

す） 
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令和４年度より新たに開始す

る場合のみ資格証を添付して

ください（事業開始が申請時

より先の場合、実施月の月次

報告までには各資格証明書の

添付をお願いします） 

過去の実績等を基に適正な見

込みを入力してください 

賃借料契約書の添付が必要で

す（加算の対象となるのは保

育施設部分の賃借料のみで、

駐車場代や共益費などは含み

ません） 

※税込みにてご入力ください 

令和4年度の申請内容を入力

してください。令和4年度申

請されない場合は内容を削除

して、チェックを外してくだ

さい。 

助成要領及び「令和3年度助

成申請、運営にあたっての留

意事項」154参照 

週あたりの勤務時間をご入力

ください 

例）1日8時間、週5日勤務の

場合40時間となる 

手当の名称を入力 

「その他」を選択した場合に

具体的な処遇改善方法を入力 

月額に換算した場合の金額を

入力（処遇改善加算Ⅰに限

り、実際のお支払いは毎月の

お支払いでなくても構いませ

ん） 

保育補助者の配置以外にも職

員の勤務環境改善に取り組ん

でいることが助成の条件です 
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賃金改善計画の「加算実施

副主任保育士等数」と「上

記1人あたりの賃金改善額

（平 均）」と「実 施 期 間

（月数）」をかけた金額が

自動で入力されます 

※職務分野別リーダー等の

欄についても同様です 

手当の名称を入力 

手当の名称を入力 

令和4年度の申請内容を入力

してください。 

※既に当該加算に係る交付

を受けている場合は申請で

きません 
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「提出書類一覧」にて必要書

類を確認してください 

申請に際して補足が必要な場

合や、審査担当職員への回答

をする場合などにご活用くだ

さい 

「次へ」をクリックすると、入力内容の確認画

面に移行します。確認後、最下段の「申請を行

う」をクリックすることで申請作業は終了とな

ります。 

「申込完了画面」が表示されたことをお確かめ

ください。 

画面にアラートが表示される場合は、必須事項

入力の不備等が考えられます。再入力後、改め

て「次へ」をクリックしてください。 
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建築関係資料作成時の留意点 

※このページに記載しているのは、特に注意して頂きたい内容です。詳細についてはポータルサイ 

 トに掲載している「資料７ 建築関連資料集」をご確認ください。 

 

1. 平面図 

 ・保育室・玄関・調理室等の室名を記載してください。 

  

 ・各年齢ごとの保育室または保育スペースについて、ベビーフェンス等によりスペースを区分け 

  している場合には、区切られていることがわかるように位置を記載してください 

  

 ・ロッカーや本棚、下足入等の家具類を記載してください。 

  

 ・各保育室の定員に対し有効面積が確保されているかを確認するため、次のような式を保育室毎 

  に記載してください。 

  計算式：○歳児○名×必要面積○○㎡=○○㎡＜有効面積○○㎡ 

  注：有効面積は有効面積算定図・算定表によって求められます。 

 

 ・保育室から屋外または階段までの避難経路を記載してください。 

 

 ・保育室の採光・換気・排煙計算および採光補正係数の検討式を記載してください。 

 

 ・防火区画・114条区画の範囲を記載してください。必要ない場合は理由を記載してください。 

 

 ・一時預かり室設置にあたり、家具やカウンターで区切る場合には区分方法と高さを記載してく 

  ださい。 

 

2. 立面図 

 ・保育室の採光等に使用した窓の位置と窓の寸法を記載してください。採光補正係数を使用する 

  場合には計算に用いた高さ寸法も併せて記載してください。 

 

3. 配置図 

 ・建物から道路までの避難経路を記載してください。 

  

 ・採光補正係数を使用する場合には計算に用いた水平距離を記載してください。 

 

4. 有効面積算定図・算定表 

 ・「有効面積算定図・算定表 計算例」またはポータルサイトに掲載している「資料7 建築関連資 

  料集」を参照し作成してください。 

 

別紙３ 


